
I. 咬合異常の診療ガイドライン

咬合異常とは

1) 咬合異常の定義

咬合異常は， 顎・顔面・歯・歯周組織などが遺伝的もしくは環境的原因により，その発育・形態・

機能に異常をきたし，咬合が正常でなくなった状態 ，また咬合は， 上下顎の解剖学的対向関係，顎関

節の構造と下顎の生理学的運動メカニズムに基づいて生じる歯と歯あるいは人工歯，または歯列相互間

の，静的・動的な咬合面あるいは切縁部の位置関係」と定義されている ．

これらのことから，咬合異常とは，上下顎の歯の静的・動的な位置関係が正常でなくなった異常な状

態といえ，対向関係の異常（反対咬合，切端咬合，交叉咬合，過蓋咬合，開咬)，咬合位の異常（偏位，

高位，低位)，咬合接触の異常（早期接触，咬頭干渉，非作業側接触，咬合接触の不 衡，咬合性外

傷)，下顎運動の異常（咬合終末位の異常，咀嚼運動の異常，外傷性咬合，関節円板の障害)，咬合を構

成する要素の異常（歯・骨・顎関節・神経・筋・口腔粘膜の疾患）などがあげられている ．

⑴ 咬合異常」の類似語・関連語

咬合障害 ， 咬頭干渉 ， 咬合干渉 ， 早期接触」などがあるが，これらは，咬合異常のなかで，

咬合接触の異常の範疇に入り，早期接触は，閉口時に，安定した上下顎の咬合接触状態が得られる前に

一部の歯だけが咬合接触する状態，咬頭干渉は，下顎の基本運動や機能運動に際して，運動路を妨げる

咬頭の接触またはその現象，咬合干渉は，早期接触と咬頭干渉を包括した正常な下顎運動を妨げるよう

な咬合接触をいい，咬合障害は，咬合干渉と同義語として用いられることもある．

2) 本ガイドラインで扱う「咬合異常」

対向関係の異常が大きい場合には，主に歯科矯正的処置によって改善されるが，その他の多くの異常

に関しては，補綴処置によって改善される場合が多く，咬合異常と補綴処置との関連性は，きわめて高

いといえる．

本稿では，補綴臨床上，最も関連が深く，ほかの咬合異常への影響も大きい咬合接触の異常に焦点を

絞り，有歯顎者に限定し，解説する．

咬合異常の病因・主要症候

臨床的に認められる咬合異常は，“咬合接触の異常”と捉えることができる．これは上下顎の歯が接

触する際，あるいは接触した状態で下顎を滑走運動させる際に生ずる咬合の不調和を示す．異常な咬合
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